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第1章 計画策定の基本的事項 

1.1 計画策定の趣旨と目的 

自然災害の増加や資源の枯渇などの環境問題が深刻化するなか、大量消費・大量生産・大量廃棄型

の社会経済活動から、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される「循環型社会」の

形成を推進していくことが求められています。 

国においては、平成12年を「循環型社会元年」と位置付け、循環型社会形成推進基本法（平成12年

法律第110号）を制定し、同法に基づく循環型社会形成推進基本計画（以下「循環基本計画」といいま

す。）を策定するとともに、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」といいます。）」

の改正や、各種の廃棄物・リサイクル関連法の整備などを進めています。 

平成30年６月には第四次循環基本計画を策定し、社会・経済情勢の変化を踏まえた計画の見直しを

行っています。第四次循環基本計画では、ライフサイクル全体での資源循環システムの構築や、地域住民や

事業者と連携した地域循環の仕組みづくりが求められています。 

また、「食品ロス削減の推進に関する法律（令和元年10月）（以下「食品ロス削減推進法」といいま

す。）」、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和４年６月）（以下「プラスチック資源

循環促進法」といいます。）」の施行、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした新たな生活様式の広

がりなど、今、廃棄物を取り巻く社会情勢は大きく変化しています。 

 

平成27年９月に国連サミットで採択された「持続可能な開発目標」（Sustainable Development 

Goals:SDGs）を中核とする「持続可能な開発のための2030アジェンダ」は、掲げられた持続可能な世界

を実現するための17のゴールとそれらに付随する169のターゲットから構成されており、環境・社会・経済の３

つの側面を統合的に解決する考え方が強調されています。17のゴールのうち「６ すべての人々に水と衛生へ

のアクセスと持続可能な管理を確保する」、「12 持続可能な消費と生産のパターンを確保する」の分野は、

特に本計画との親和性が高く、施策の展開により、世界が目指す社会の実現につながるものです。 

廃棄物処理法（第６条第１項）では、市町村は区域内の一般廃棄物の処理に関する基本的な事項

を定めることとされています。静岡市（以下「本市」といいます。）では、平成31年３月に一般廃棄物処理

基本計画（以下「前計画」といいます。）を策定し、ごみ処理事業等に取り組んできました。このたび、国の

新たな方針や、社会情勢の変化、SDGs等の目標を踏まえ、前計画を見直し、本市の新たな一般廃棄物

処理基本計画（以下「本計画」といいます。）を策定することとしました。 

 

なお、一般廃棄物処理基本計画は、ごみ処理基本計画及び生活排水処理基本計画からなっており、ご

み処理基本計画では、ごみの発生・処理状況や社会経済動向を把握し、将来のごみ発生量を予測した上

で、本市に適したごみ処理システムのあり方を検討しています。また、食品ロス削減推進法第13条第１項に

市町村食品ロス削減推進計画の策定が規定されたことに伴い、本市が取り組む食品ロス削減を進めるため

の施策をごみ処理基本計画に位置付け、一体的に推進していくこととします。一方、生活排水処理基本計
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画では、生活排水処理に係る本市の状況を把握し、将来の生活排水処理量を予測した上で、生活排水

処理に係る基本理念、達成目標及び生活排水処理施設の整備に関する基本方針を示しています。 
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1.2 計画の位置付け 

本計画は、廃棄物処理法に基づく国の基本方針を踏まえるとともに、本市の総合計画や環境基本計画

等と連動した計画として策定するものとします。本計画の位置付けを図1-1に示します。 

なお、廃棄物処理法第６条第１項により、「市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に

関する計画を定めなければならない」とされています。 

一般廃棄物の処理に関する計画は、①⾧期的視点に立った本市の一般廃棄物処理の基本方針となる

計画（本計画）と、②基本計画に基づき各年度ごとに、一般廃棄物の排出の抑制、減量化・再生利用の

推進、収集運搬、処分等について定める計画（一般廃棄物処理実施計画）から構成されているものであ

り、それぞれごみに関する部分（ごみ処理基本計画及びごみ処理実施計画）及び生活排水に関する部分

（生活排水処理基本計画及び生活排水処理実施計画）から構成されています。 

図1-1 本計画の位置付け 
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1.3 計画期間 

国が示すごみ処理基本計画策定指針では、目標年次を10～15年先において概ね５年ごとに改定する

こととしています。前計画は、計画初年度を平成31年度とし、最終目標年度は、８年先の令和８年度とし

ていました。 

本計画では、計画初年度を令和５年度とし、最終目標年度は前計画同様、８年先の12年度とします。 

なお、計画期間において、計画策定の４年後である令和８年度を中間目標年度として見直しを行うほか、

計画策定の前提となる諸条件に大きな変化があった場合にも、見直しを行うものとします。 

 

図1-2 計画期間 

 

1.4 計画対象地域 

本計画の計画対象区域は、静岡市全域とします。  

平成31年度

(2019年度)

《基準年度》

令和５年度

(2023年度)

令和８年度

（2026年度）
令和12年度

（2030年度）

《計画初年度》 《中間目標年度》 《最終目標年度》

一般廃棄物処理基本計画

令和３年度

(2021年度)

《基準年度》

令和５年度

(2023年度)
令和12年度

（2030年度）

《計画初年度》 《最終目標年度》

静岡市環境基本計画

令和３年度

(2021年度)

《基準年度》

第４次静岡市総合計画

令和５年度

(2023年度)
令和12年度

（2030年度）

《計画初年度》 《最終目標年度》
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令和２～３年度のごみ量実績値の取扱いについて 

我が国では、令和２年１月に新型コロナウイルス感染者が初めて国内で確認されたのち、国をあげた

感染症の拡大抑制により外出自粛や飲食店の営業縮小などの大きな社会的・経済的影響が発生しま

した。 

これまでの計画では、目標達成状況の評価及び将来推計は、最新実績から直近５年を使用してきま

した。しかしながら、本市においても令和２年から３年のコロナ禍においては、大きな社会的・経済的影

響を受けており、ごみの変動が平時と異なっていたものと想定されます。そのため令和２年度、３年度の

数値を欠測値とすることとしました。 

よって、本計画においては、目標達成状況の評価及び、ごみ量の将来推計においては、実績年度をさ

かのぼり、令和元年度を最新実績として整理しました。 

   

 
 

 

  

（年度）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

推計（H30-H38 (R8)）実績（H25-H29）

実績（H29-R3）

推計に用いる実績（H27-R1） 推計（R4-R12）
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第2章 地域の特性 

2.1 人口の推移 

本市における人口推移を図2-1に示します。 

人口は減少傾向にあり、平成24年度の721,957人から令和３年度では690,431人と、約３万２千

人（約4%）減少しています。 

図2-1 人口の推移 

 
出典:静岡市住民基本台帳人口（各年９月30日現在の人口） 

 



 

－ 7 － 

2.2 事業所数及び従業者数 

本市における事業所数及び従業者数の推移を図2-2に、事業所における従業者規模別事業所数及び

従業者数を図2-3に示します。 

事業所数及び従業者数ともに減少傾向を示しており、平成21年から令和３年までの12年間で、事業

所数は約9%減少し、従業者数は約8%減少しています。 

 

図2-2 事業所数及び従業者数の推移 

 
出典:平成21年、平成24年、平成28年:静岡市統計書 、令和３年:経済センサス 

※公務を除く。 

 

図2-3 従業者規模別事業所数及び従業者数の割合 

 
平成28年６月１日時点   

出典:静岡市統計書（令和３年度版）、経済センサス※公務を除く。 
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第3章 ごみ処理基本計画 

 

3.1 ごみ処理の現状と課題 

（1）用語の定義 

本計画におけるごみに関する用語の定義を図3-1に示します。 

本計画の計画対象とする廃棄物は、本市内で発生する一般廃棄物及び静岡市廃棄物の処理及び減

量に関する条例（以下「条例」といいます。）第14条に基づき本市が処理する産業廃棄物（以下「本市

が処理する産業廃棄物」といいます。）とし、以下「ごみ」と呼びます。 

本計画では、市民及び事業者から排出されるすべてのごみの量を「ごみ発生量」と呼びます。しかし、事業

所独自の処理量や家庭での生ごみなどの自家処理量（潜在ごみ）は、量の把握が困難なことから、これを

除いたものを「ごみ総排出量」と呼びます。 

この「ごみ総排出量」から、自治会・町内会等（以下「自治会など」といいます。）の自主的な資源回収

事業である「集団資源回収」を除いたものを「ごみ排出量」と呼びます。 

本市のごみ収集は、本市の収集運搬業務による家庭ごみ集積所からの収集、一般廃棄物収集運搬許

可業者（以下「収集運搬許可業者」といいます。）による中間処理施設への搬入、及び中間処理施設へ

の直接搬入という形で行われており、家庭から排出されるものを「家庭ごみ」、事業所から排出されるものを

「事業系ごみ」と呼ぶこととします。 

 

図3-1 用語の定義 

 

※ 本市が処理する産業廃棄物以外の産業廃棄物は対象外 

・事業所独自の処理、リサイクル

・家庭での自家処理（生ごみの減量化）等

・事業者の自主回収拠点への排出

・住民団体による古紙等資源回収事業

可燃ごみ

不燃・粗大ごみ

資源ごみ
（びん・缶等）

可燃ごみ

不燃・粗大ごみ

・集積所等に排出するごみ（収集ごみ）

・中間処理施設へ直接搬入するごみ

事
業
系
ご
み

・集積所に排出するごみ（収集ごみ）
※葵・駿河区のみ

・許可業者に委託しているごみ

・中間処理施設へ直接搬入するごみ

ご
み
発
生
量

ご
み
総
排
出
量

潜在ごみ
（量の把握が困難なもの）

集団資源回収

ご
み
排
出
量

家
庭
ご
み
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（2）ごみ処理の流れ 

本市の令和４年度のごみ処理の流れを図3-2に示します。 

 

図3-2 ごみ処理の流れ（令和4年度） 
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（3）本市のごみ処理体制 

本市のごみ処理体制を図3-3に示します。 

 

図3-3 ごみ処理体制 
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（4）ごみ量及び資源化量の推移 

① ごみ総排出量の推移 

本市におけるごみ総排出量、一人１日当たりのごみ総排出量（家庭ごみ＋集団資源回収＋事業系ご

み）、及び家庭ごみ総排出量（家庭ごみ＋集団資源回収）の推移を図3-4に示します。 

本市のごみ総排出量は、減少傾向を示しており、平成23年度の280,866ｔから令和３年度では

219,851ｔと約21.7%減少しています。家庭ごみ総排出量は平成29年度までは順調に減少していました

が、30年度以降は横ばいとなっています。事業系ごみ総排出量についても、平成29年度まで減少していまし

たが、近年は減少幅が鈍化しています。令和２～3年度は、事業系ごみが大幅に減少した結果、ごみ総排

出量が減少していますが、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受けており、ごみ量の変動が平時と

異なっていたものと想定されます（P.５参照）。 

 

図3-4 ごみ総排出量の推移 

 

出典:「静岡市清掃事業概要」（静岡市環境局）、「一般廃棄物処理実態調査結果」（環境省） 
 

注）一人１日当たりのごみ総排出量は下記の式により算出した。 
一人１日当たりのごみ総排出量＝総排出量（集団資源回収量含む）÷総人口（外国人人口を含む） 
÷年間日数（365または366） 
※令和元年度の事業系ごみについて、民間処理施設の受け入れ停止による影響を考慮 
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② 可燃ごみと不燃・粗大ごみの推移 

本市における家庭から排出された可燃ごみと不燃・粗大ごみの排出量の推移を図3-5に示します。排出

量では可燃ごみがはるかに多いですが、減少傾向にあります。一方で不燃・粗大ごみについては、排出量は

少ないものの、近年は横ばい傾向にあり削減が進んでおらず、平成30年度以降は増加傾向にあります。 

 

図3-5 可燃ごみと不燃・粗大ごみの推移 

 
 

③ 総資源化量及びリサイクル率の推移 

本市における総資源化量及びリサイクル率の推移を図3-6に示します。 

本市における総資源化量とは、行政回収により回収した資源ごみを直接業者に委託して資源化を行う

「直接資源化量」及び地域の団体等が直接事業者に引き渡して資源化を行う「集団資源回収量」と、市の

施設で焼却処理後に発生する溶融スラグや不燃・粗大ごみを破砕処理した後の金属類について資源化を

行う「中間処理後の資源化量」の３項目の合計を言います。また、ごみ総排出量に対する総資源化量の割

合をリサイクル率と呼びます。 

本市の総資源化量及びリサイクル率は、平成25年３月末をもって、行政による古紙等の回収事業を中

止したことや、スーパーマーケット等の民間による回収が充実したことから、減少傾向にありましたが、平成29

年度以降微増しています。 

 

総資源化量 ＝ 「直接資源化量」 ＋ 「集団資源回収量」 ＋ 「中間処理後の資源化量」 

リサイクル率 ＝ 「総資源化量」 ÷ 「ごみ総排出量」 × 100 
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図3-6 総資源化量及びリサイクル率の推移 

 
出典:「静岡市清掃事業概要」（静岡市環境局）、「一般廃棄物処理実態調査結果」（環境省）等 
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（5）ごみの組成割合 

本市における家庭可燃ごみの組成を図3-7に、生ごみ及び紙ごみの組成割合を図3-8に示します（いず

れも平成29～令和３年度調査結果の平均）。 

家庭ごみでは生ごみが39.8％、紙類が25.9％、プラスチック類が21.2％であり、生ごみの組成割合を見

ると、「手つかず食品」が11.0%、「食べ残し」が10.8%、これらを合わせた「食品ロス」が21.8%でした。また、

紙類の内訳をみると、家庭ごみでは約５割に再資源化可能な紙類が含まれていました。 

 

図3-7 家庭可燃ごみ組成調査結果（平成29～令和３年度調査平均） 

 

出典:静岡市環境局ごみ減量推進課資料 

 

図 3-8 生ごみ及び紙ごみの組成割合（平成29～令和３年度調査平均） 

 

  

生ごみ

39.8%

紙類 25.9%

プラスチック類

21.2%

繊維類 5.4%

木・竹・草類 2.5% その他 5.2%

生ごみ 紙類 プラスチック類 繊維類 木・竹・草類 その他

生ごみの組成 紙ごみの組成 

その他内訳： 
流出水分 1.40％ 
ゴム・皮革 0.21％ 
金属類 1.45％ 
ガラス類 0.27％ 
その他 1.88％ 
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事業所から排出される可燃ごみの組成を図3-9に示します。 

事業系ごみでは紙類が約57％と最も多く、次いでプラスチック類が約１割でした。 

 

図3-9 事業系ごみ(可燃ごみ)調査結果（令和４年度調査） 

 
出典:静岡市環境局ごみ減量推進課資料 
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（6）静岡市一般廃棄物処理基本計画（平成27年３月）の達成状況 

前計画における減量化目標に対する現在の状況を図3-10～図3-12に示します。 

なお、P.5の「令和２～３年度のごみ量実績値の取扱いについて」に示したとおり、令和２年度、３年度

は欠測値として評価の対象とはしないこととします。 

令和元年度のごみ総排出量の一人１日当たり排出量は928g/人日と、平成29年度と同じ値となって

おり、現状のままでは中間目標（令和４年度856g）の達成は困難な状況です。家庭ごみの一人１日当

たりの総排出量についても、平成29年度に比べ２g増加しており、中間目標（令和４年度606g）の達

成は厳しい状況です。 

事業系ごみ量については、平成29年度に比べ２％減少していますが、中間目標（令和４年度

62,970t）の達成に向けさらなる取組が必要です。 

 

図3-10 目標達成状況（ごみ総排出量） 

 

   図3-11 目標達成状況（家庭ごみ）       図3-12 目標達成状況（事業系ごみ） 
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（7）他都市との比較 

① 全国及び静岡県との比較 

本市の「一人１日当たりのごみ総排出量」は、全国及び静岡県の平均値と比較して高い傾向にあります

が、平成23年度以降その差は小さくなっています（図 3-13参照）。 

 

図 3-13 全国及び静岡県との比較（一人１日当たりのごみ総排出量）  

 
出典:「一般廃棄物処理実態調査結果（令和2年度）」（環境省） 
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② 政令指定都市との比較 

本市の令和２年度における「一人１日当たりのごみ総排出量」を、本市以外の政令指定都市19都市と

比較した結果、京都府が最も少ない759g/人日であったのに対し、本市は900g/人日で11番目となってい

ます（表3-1参照）。 

 

表3-1 他都市との比較（ごみ総排出量、一人１日当たりのごみ総排出量） 

 
出典:「一般廃棄物処理実態調査結果（令和2年度）」（環境省） 

（＊なお、令和2年度ごみ総排出量は全国的に新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受けている

と考えられます。） 

 

総人口 ごみ総排出量
一人1日当たり
ごみ総排出量

（人） （ｔ） （g/人日）

北海道 札幌市 1,961,682 605,082 845 6

宮城県 仙台市 1,065,446 388,276 998 18

埼玉県 さいたま市 1,323,110 418,089 866 7

千葉県 千葉市 973,972 335,139 943 15

神奈川県 横浜市 3,778,318 1,135,309 823 4

神奈川県 川崎市 1,521,233 449,134 809 2

神奈川県 相模原市 718,580 228,931 873 8

新潟県 新潟市 780,154 285,292 1,002 19

静岡県 静岡市 695,195 228,434 900 11

静岡県 浜松市 800,760 243,046 832 5

愛知県 名古屋市 2,300,749 748,286 891 10

京都府 京都市 1,463,723 405,452 759 1

大阪府 大阪市 2,737,882 955,604 956 16

大阪府 堺市 832,354 282,149 929 13

兵庫県 神戸市 1,526,860 518,278 930 14

岡山県 岡山市 707,967 229,957 890 9

広島県 広島市 1,195,259 357,105 819 3

福岡県 北九州市 945,453 428,667 1,242 20

福岡県 福岡市 1,561,188 513,734 902 12

熊本県 熊本市 732,543 258,935 968 17

都道府県名 市区町村 順位
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（8）プラスチックごみ削減に向けた取組 

本市では、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の改正に伴い、全国的に

レジ袋有料化が必須となった令和２年7月以前の平成20年度から、環境負荷の軽減や、ごみの減量意識

の醸成を目的に、レジ袋の無料配布を中止する取組を行う「事業者」と市民代表を含む「静岡市くらしの中

の４つの運動(４Ｒ)推進委員会」（以下「静岡市４Ｒ推進委員会※」といいます。）及び「静岡市」の３

者で、「レジ袋削減に向けた取組に関する協定」を締結し、市内の一部のスーパーマーケット等で、レジ袋の

無料配布を行わない取組が始まりました。 

この協定により、３者が一体となってレジ袋削減を推進しており、本市が事業者の取組を周知する等した

結果、広く市民に受け入れられてきています。 

協定締結事業者数 17事業所（93店舗）（令和４年４月時点） 

また、令和元年度からは、店舗や社内におけるプラスチックごみ削減宣言を行う、「プラスチックごみ削減協

力店制度」も実施しています。協力店舗ではステッカーを店内に掲示していただくことで、消費者に対してもプ

ラスチック削減の意識醸成を促す狙いがあります。 

登録店舗数 199店舗（13事業所）（令和４年４月時点） 

 

※「静岡市４Ｒ推進委員会」は、市民・事業者・市の情報共有を図り４Ｒの推進に資することを目的に、

静岡市自治会連合会、しずおか市消費者協会、静岡商工会議所等の関連団体と静岡市で構成し

ている組織です。 

 

（9）食品ロス削減に向けた取組  

本市では令和３年10月に、官民一体となることで、「食品関連業者で発生する食品ロスの削減」、「市

民の皆さんの食品ロス問題に対する意識の向上」、「フードバンク団体の活動支援」など、身近なところから、

食品ロスの削減を目指すことを目的とし、食品ロス削減に取り組む企業と「静岡市における食品ロス削減に

向けた連携協定」を締結しました。 

また、令和元年度からは、市内の飲食店で食品ロス削減に取り組んでいる店舗を募集し、「食材を使い

切る工夫」や「食べ残しを出さない工夫」などを行っている店舗を協力店として登録する「シズオカたべきり協力

店制度」を実施しています。 

登録店舗数 134店舗（令和４年４月時点） 
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（10）収集運搬の現状 

本市では、収集運搬業務の半数以上を民間委託により実施しています。 

本市が所有するごみ収集車数を表3-2に、分別区分を表3-3に示します。 

 

表3-2 ごみ収集車（令和４年４月現在） 

単位:台 

 沼上収集センター 清水収集センター 合  計 

可燃・不燃車 18 16 34 
出典:「静岡市清掃事業概要」（静岡市環境局） 

 

表3-3 分別区分（令和４年４月現在） 

地  区 ごみの種類 方式 収集回数 区分 

葵・駿河区 可燃ごみ 集積所 週２回 委託 
  不燃・粗大ごみ 戸別収集･集積所 

月１回 

直営･委託 

  びん 

集積所 

委託 

  缶 

  金属類 

  ペットボトル 拠点 週３回 

 使用済小型家電 拠点 週１回 

清水区 可燃ごみ 集積所 週２回 委託 

 不燃・粗大ごみ 戸別収集 

月１回 

直営 

びん 

集積所 
委託 

  缶 

  ペットボトル 
 使用済小型家電 拠点 週１回 

出典:「静岡市清掃事業概要」（静岡市環境局） 

＊清水区の「不燃・粗大ごみ」には金属類を含む。
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（11）中間処理等の現状 

本市の中間処理施設等の概要を表3-4及び表3-5に、位置図を図3-14に示します。 

 

① 中間処理施設 

表3-4 中間処理施設の概要 

施 設 名 称 所 在 地 処 理 方 法 処 理 能 力 竣工年月 処理対象物 

① 沼上清掃工場 
葵区南沼上 

1224番地 
焼 却 600ｔ/日 H7.7 可燃ごみ 

② 西ケ谷清掃工場 
葵区西ケ谷 

553番地 
溶 融 500ｔ/日 H22.3 可燃ごみ 

③ 

沼上資源 

循環センター 

（資源化施設） 

葵区南沼上 

1224番地 

破砕・選別 100ｔ/５h 
H23.5 

不燃・ 

粗大ごみ 

圧縮・梱包 ５ｔ/５h ペットボトル 

 

② ごみ受入施設 

表3-5 ごみ受入施設の概要 

施 設 名 称 所 在 地 受 入 品 目 運用開始年月 

④ 
清水ごみ受付 

センター 
清水区八坂町2111番地 

不燃・粗大ごみ、 

資源ごみ、小型家電 
H22.4 

 

図3-14 中間処理等施設位置図 
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③ 中間処理量の推移 

本市における焼却処理量及び焼却残渣率の推移を図3-15に、焼却処理以外の中間処理量の推

移を図3-16に示します。 

本市の焼却処理量は減少傾向にあります。平成22年度の西ケ谷清掃工場ガス化溶融施設の稼

働に伴い、焼却残渣率は大幅に減少しました。また、平成29年度には16年度から稼働していた沼上

清掃工場灰溶融施設を停止し、同工場焼却施設から発生する焼却灰を西ケ谷清掃工場で可燃ご

みと併せて溶融処理することとしたことで、焼却残渣率がさらに減少しました。 

図3-15 中間処理量の推移（焼却処理） 

 
 出典:「一般廃棄物処理実態調査結果」（環境省）等 

 

図3-16 中間処理量の推移（焼却処理以外） 

 
出典:「一般廃棄物処理実態調査結果」（環境省）等  
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④ 余熱利用の状況 

本市の沼上清掃工場及び西ケ谷清掃工場における、余熱利用状況を表3-6に、発電電力量と売

電電力量を図3-17に示します。 

 

表3-6 余熱利用状況 

 沼上清掃工場 西ケ谷清掃工場 

定格出力 8,390 kW 発電 14,000 kW 発電 

利用状況 

（直接利用） 

･工場内の給湯/冷暖房 

･静岡市ふれあい健康増進館 

（ゆ･ら･ら）へ熱供給 

･工場内の給湯 

･静岡市西ケ谷資源循環体験プラザ 

（しずもーる西ケ谷）へ熱供給 

･静岡市西ケ谷総合運動場 

（屋内プール）へ熱供給 

 

図3-17 発電電力量と売電電力量の推移 

 
   出典:静岡市環境局ごみ減量推進課資料 
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（12）最終処分の現状 

① 最終処分場 

本市の最終処分場の概要を表3-7に、位置図を図3-18に示します。 

本市では、現在、沼上最終処分場、清水貝島最終処分場及び由比最終処分場の３つの最終処

分場に、焼却残渣等の埋立を行っています。 

 

表3-7 最終処分場の施設概要 

施 設 名 称 所 在 地 竣工年月 埋立面積 埋立容量 
埋立 

対象物 

① 
沼上 

最終処分場 

葵区北沼上 

387番地の１ 
H2.3 36,000 m2 750,000 m3 

焼却灰 

不燃物 

側溝汚泥 

② 
清水貝島 

最終処分場 
清水区三保地先 H1.3 19,000 m2 246,000 m3 

焼却灰 

不燃物 

③ 
由比 

最終処分場 

清水区由比東山寺 

183番地 
H3.3 6,050 m2 42,200 m3 し尿沈砂 

 

図3-18 最終処分場（位置図） 
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② 最終処分量の推移 

本市の最終処分量の推移を図3-19に示します。 

本市の最終処分量は、平成22年度の西ケ谷清掃工場ガス化溶融施設の稼働による焼却残渣量

の減量に伴い、大幅に減少しました。また、平成24年度から、最終処分場へ搬入される下水道汚泥

焼却灰の処理方法を変更し、最終処分場への搬入が不要となったことから、直接埋立量が減少してい

ます。さらに、平成29年度からは西ケ谷清掃工場での沼上清掃工場焼却灰の溶融処理を開始したた

め、最終処分量が減少しています。 

 

図3-19 最終処分量の推移 

 
 出典:「一般廃棄物処理実態調査結果」（環境省）等 
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（13）資源循環啓発施設の現状 

本市の資源循環啓発施設の概要を表3-8に、位置図を図3-20に示します。 

本市では、沼上資源循環センターに沼上資源循環学習プラザ（以下「しずもーる沼上」といいます。）、

西ケ谷清掃工場に西ケ谷資源循環体験プラザ（以下「しずもーる西ケ谷」といいます。）を併設し、市民の

環境意識の醸成を図り、４Ｒに関する体験講座や環境学習を行う施設として活用しています。 

 

表3-8 資源循環啓発施設の概要 

施 設 名 称 所 在 地 竣工年月 施 設 内 容 

① 

沼上資源循環 

学習プラザ 

（しずもーる沼上） 

葵区南沼上 

1217番地の１ 
H23.5 

・児童・生徒等を対象とした総合的な環

境学習の実施 

・環境大学の運営 

・各種講座の開催 

② 

西ケ谷資源循環 

体験プラザ 

（しずもーる西ケ谷） 

葵区西ケ谷 

553番地の２ 
H25.10 

・各種４Ｒ体験講座の開催 

・西ケ谷清掃工場の余熱を利用した天

然温泉、足湯の体験 

 

図3-20 資源循環啓発施設（位置図） 

 

 




